
訓

令

告

示

福
島
県
訓
令
第
三
十
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
指
導
体
制
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

双
葉
地
方
の
避
難
住

い
わ
き
市
平
字
梅
本
一
五
番
地

い
わ
き
市
の
区
域
に
お
け
る
双
葉

民
の
健
康
管
理
の
支

(

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局)

地
方
の
避
難
住
民
の
健
康
管
理
の
支

援
に
関
す
る
業
務
に

援
に
関
す
る
こ
と
。

従
事
す
る
職
員

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

松
木
眼
科

福
島
市
南
中
央
一
│
六
七
│
二

平
成
二
三
年
一

〇
月
一
日

梁
川
病
院

伊
達
市
梁
川
町
字
東
土
橋
八

同

き
く
ち
診
療
所

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑
津
字
二
ツ
山
三
七
│
一

同

年
一

一

一
月
一
日

本
町
歯
科
医
院

福
島
市
本
町
五
│
六
本
町
草
野
ビ
ル
三
階

平
成
二
二
年
五

月
一
日

大
塩
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
東
栄
町
六
│
一
八

平
成
二
三
年
一

一
月
一
日

き
み
歯
科
・
口
腔
外
科
ク
リ
ニ
ッ

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字
石
高
一
二
二
│

同

年
一

ク

一

〇
月
一
日
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四
五
五

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

四
五
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
五
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
五
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
五
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件

四
五
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施

術
者
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

四
五
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施

術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
五
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た

件
二
件

四
五
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

四
五
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

四
五
八

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
五
九

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件
二
件

四
五
九

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

四
五
九

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

四
五
九



Ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

白
河
市
老
久
保
一
五
│
一

同

ク医
療
法
人
三
愛
会
池
田
温
泉
病

須
賀
川
市
西
川
字
隠
久
保
一
三
六

同

年
六

院

月
一
日

あ
だ
た
ら
歯
科
医
院

二
本
松
市
亀
谷
二
│
二
一
四
│
一

同

年
五

月
六
日

医
療
法
人
社
団
誉
会
オ
ー
ラ
ル

伊
達
市
保
原
町
字
泉
町
九
〇
│
二
九

同

年
一

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
デ
ン
タ
ル
ク
リ

一
月
一
日

ニ
ッ
ク

保
原
薬
局
梁
川
東
店

伊
達
市
梁
川
町
字
東
土
橋
六
│
五

同

年
一

一
月
六
日

エ
ー
ル
薬
局
中
島
店

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑
津
字
二
ツ
山
三
七
│
一

同

年
一

一

一
月
一
日

西
会
津
町
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

耶
麻
郡
西
会
津
町
登
世
島
字
田
畑
乙
二
〇
四
二
│

同

年
九

ン

八
九

月
二
〇
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

せ
き
し
ば
薬
局

ク
オ
ー
ル
薬
局
せ
き
し

喜
多
方
市
関
柴
町
上
高
額
字
広
面
六
八
一
―

ば
店

一

さ
つ
き
薬
局

ク
オ
ー
ル
薬
局
さ
つ
き

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三
六
三
九
―

店

五

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

松
木
眼
科

福
島
市
南
中
央
一
│
六
七
│
二

平
成
二
三
年
九

月
三
〇
日

本
町
歯
科
医
院

福
島
市
本
町
五
│
六
草
野
ビ
ル
三
階

平
成
二
二
年
二

月
二
〇
日

大
塩
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
東
栄
町
六
│
一
八

平
成
二
三
年
一

〇
月
三
一
日

き
み
歯
科
・
口
腔
外
科
ク
リ
ニ
ッ

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字
石
高
一
二
二
│

同

年
九

ク

一

月
三
〇
日

Ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

白
河
市
老
久
保
一
五
│
一

同

クあ
だ
た
ら
歯
科
医
院

二
本
松
市
榎
戸
一
│
三
〇
九
│
四

同

年
五

月
六
日

伊
達
市
立
梁
川
病
院

伊
達
市
梁
川
町
東
土
橋
八

同

年
一

〇
月
一
日

栗
城
歯
科
医
院

大
沼
郡
三
島
町
大
字
宮
下
字
水
尻
一
一
二
〇

同

年
八

月
二
〇
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

医
療
法
人
三
愛
会
池
田
記
念
病

須
賀
川
市
弘
法
坦
五
三
―
二

平
成
二
三
年
八

院

月
二
五
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
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(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

佐
藤

達
耶

南
相
馬
市
原
町
区
雫

齋
藤
接
骨
院

南
相
馬
市
鹿
島
区
西
町

平
成
二
三
年
一

字
上
江
二
五
六
│
二

一
│
八
八
Ｂ
棟
一
一

〇
月
二
四
日

六

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

津
田

敬
司

田
村
郡
三
春
町
字
山

在
宅
訪
問
マ
ッ

郡
山
市
富
田
町
字
愛
宕

平
成
二
三
年
一

中
一
六
│
二
カ
ー
サ

サ
ー
ジ
あ
く
と

前
七
八
│
二
山
一
富
田

一
月
一
〇
日

大
元
一
〇
一

ビ
ル
二
〇
二

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保

護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

住

所

氏

名

変

更

前

変

更

後

緑
川

孝
司

東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
字
本
町
四

東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
字
材
木
町

三

九
三
│
一
〇

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保

護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

所

在

地

氏

名

住

所

名

称

変

更

前

変

更

後

緑
川

孝
司

東
白
川
郡
塙
町
大

緑
川
接
骨
院

東
白
川
郡
塙
町
大

東
白
川
郡
塙
町
大
字

字
塙
字
材
木
町
九

字
塙
字
本
町
四
三

塙
字
材
木
町
九
三
│

三
│
一
〇

一
〇

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

柿
木
平
地
区
に
係
る
県
営
基
幹
農
道
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ

の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
ま
で

(

二
十
日
間)

三

縦
覧
の
場
所

田
村
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
八
号
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県
道
会
津

坂
下
会
津

高
田
線

路
線
名

大
沼
郡
会
津
美
里
町
和
田

目
字
沢
田
南
九
一
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
新
屋

敷
字
新
屋
敷
二
四
二
番
地

先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

六
・
〇
〜

一
九
・
〇

Ｂ

一
一
・
五
〜

四
八
・
五

Ａ

六
・
〇
〜

一
九
・
〇

Ｂ

一
四
・
〇
〜

一
四
二
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

九
五
四
・
五

九
六
五
・
〇

九
五
四
・
五

九
六
五
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
会
津
坂
下
会
津

高
田
線

路

線

名

県
道
高
陦

田
島
線

路
線
名

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
白

岩
字
北
上
平
六
四
五
番
二

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
白

岩
字
北
上
平
五
九
六
番
イ

地
先
ま
で

区

間

大
沼
郡
会
津
美
里
町
新
屋
敷
字
村
東
甲
二
九
番
一

地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
屋
敷
字
新
屋
敷
二
四
二
番

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

四
・
四
〜

一
二
・
四

三
・
八
〜

八
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
三
年
一
二

月
二
八
日

供
用
開
始
の
期
日

六
七
・
○

六
七
・
○

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

東
野
中
部
地
区
に
係
る
県
営
基
幹
農
道
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。

こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
ま
で

(

二
十
日
間)

三

縦
覧
の
場
所

鮫
川
村
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
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県
道
原
町
海
老
相
馬

線
路

線

名

公

告
相
馬
市
蒲
庭
字
孫
目
二
八
八
番
一
八
地
先
か
ら

同

市
蒲
庭
字
孫
目
九
九
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
三
年
一
二

月
二
七
日

供
用
開
始
の
期
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
二
百
四
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｌ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

山
口

巴

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
会
津
若
松
市
金
川
町
三
番
十
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
家
族
と
、
そ
れ
を
支
援
す
る
地
域
住
民
、
地
域
団
体
及
び
社
会
に
対

し
て
、
保
育
園
の
運
営
、
保
育
と
子
育
て
に
関
す
る
支
援
、
食
の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
活
動
、
障

が
い
者
等
の
社
会
的
弱
者
の
社
会
参
画
支
援
な
ど
の
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
育
て
環
境
の

充
実
及
び
地
域
社
会
の
振
興
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
二
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

定
芳

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
下
吉
字
吉
村
一
二
九
二
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

白
河
市
東
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
久
間

多
喜
男

白
河
市
東
下
野
出
島
字
石
舟
九
二
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

矢
吹
原
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

根
本

吉
三

西
白
河
郡
矢
吹
町
一
本
木
三
八
八
番
地

(

農
村
計
画
課)

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ひ
ら
め

の
保
護
増
殖
を
図
る
た
め
、
ひ
ら
め
の
採
捕
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

前

田

幸

徳

一

指
示
の
内
容
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

１

福
島
県
海
面
に
お
い
て
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ひ
ら
め
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
１
の
規
定
に
違

反
し
て
採
捕
さ
れ
た
ひ
ら
め
又
は
そ
の
製
品
を
所
持
し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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